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       社会福祉法人ロザリオの聖母会定款  
 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という）は、多様な福祉サービスがその利用者の

意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を

保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を

地域社会において営むことができるよう、キリスト教の精神に基づき、キリスト教信奉者等

の献身により支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

 

（１）第１種社会福祉事業  

ア 医療型障害児入所施設 （聖母療育園） 

イ 障害者支援施設（聖マリア園、聖家族園、佐原聖家族園）の設置経営 

    

（２）第２種社会福祉事業  

  ア 医療保護施設 海上寮療養所の設置経営 

  イ 障害児通所支援事業 

a 児童発達支援 

b 放課後等デイサービス 

   c 保育所等訪問支援 

  ウ 障害児相談支援事業  

エ 老人居宅介護等事業 

  オ 老人デイサービス事業 

  カ 老人短期入所事業 

  キ 障害福祉サービス事業 

   a 居宅介護 

   b 重度訪問介護 

   c 同行援護 

    d 行動援護 

      e 療養介護 

      f 生活介護 

      g 短期入所 

h 就労移行支援 

i 就労継続支援B型 

j 就労定着支援  

k 共同生活援助 
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ⅼ相談支援 

    ク 地域生活支援事業 

a 相談支援事業 

b 移動支援事業 

c 地域活動支援センターⅠ型 

d 日中一時支援事業 

e 基幹相談支援センター 

  ケ 中核地域生活支援センターの受託 

  コ 千葉県障害児等療育支援事業の受託 

  サ 障害者虐待防止センターの受託 

 

（名称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人ロザリオの聖母会という。 

 

（経営の原則等） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的か

つ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービ

スの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものと

する。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者、虐待等により保護

が必要な者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するもの

とする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を千葉県旭市に置く。 

２ 前項のほか、従たる事務所を千葉県香取市に置く。 

 

第二章 評議員 

 

（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名以上１０名以内を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・

解任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成

する。 
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３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営に

ついての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適

任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、外部委員１名が出席し、かつ、外部委員１名が賛成することを要する。 

 

（評議員の資格） 

第７条 社会福祉法第４０条第４項及び第５項を遵守するとともに、この法人の評議員の

うちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置

法施行令第25条の17第６項第１号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議

員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

 

（評議員の任期） 

第８条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議

員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第９条 評議員に対して、評議員１人あたりの各年度の総額が２００，０００円を超えない

範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬と

して支給することができる。 

 

第三章 評議員会 

 

（構成） 

第１０条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

２ 評議員会に議長を置く。 

３ 議長は、その都度評議員の互選で定める。 

 

（権限） 

第１１条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 
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（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分 

（８）社会福祉充実計画の承認 

（９）事業計画及び収支予算 

（１０）臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄） 

（１１）公益事業に関する重要な事項 

（１２）解散 

（１３）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１２条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月及び３月に開催するほか、必要があ

る場合に開催する。 

 

（招集） 

第１３条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員

会の招集を請求することができる。 

 

（決議） 

第１４条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１） 監事の解任 

（２） 定款の変更 

（３）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１６条に定める定数を上回る場

合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わること

ができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

評議員会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 
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第１５条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議

事録に記名押印する。 

 

第四章 役員及び会計監査人並びに職員 

 

（役員及び会計監査人の定数） 

第１６条 この法人には、次の役員を置く。 

（１）理事 ６名以上９名以内 

（２）監事 ３名以内 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

３ 理事長以外の理事から業務執行理事を置くことができる。 

４ 必要に応じて、副理事長、専務理事及び常務理事を置くことができる。 

５ この法人に会計監査人を置く。 

 

（役員及び会計監査人の選任） 

第１７条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 副理事長、専務理事、常務理事は理事会の意見を聴いたのち、業務執行理事の中から理

事長が選定する。 

 

（役員の資格） 

第１８条 社会福祉法第４４条第６項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、

理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在

数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

２ 社会福祉法第４４条第７項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理

事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関

係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、

相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。 

 

（理事の職務及び権限） 

第１９条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担

執行する。 

３ 理事長及び業務執行理事は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報

告しなければならない。 
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（監事の職務及び権限） 

第２０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。 

 

（会計監査人の職務及び権限） 

第２１条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、

資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、

会計監査報告を作成する。 

２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対

し、会計に関する報告を求めることができる。 

（１） 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

（２） 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該

電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

（役員及び会計監査人の任期） 

第２２条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとするこ

とができる。 

３ 理事又は監事は、第１６条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

４ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされ

なかったときは、再任されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２３条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任

することができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任すること

ができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 
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（３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、

会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、

解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 

第２４条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会 

において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給すること

ができる。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 

 

（職員） 

第２５条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という）は、理事

会において、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

第五章 理事会 

 

（構成） 

第２６条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２７条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ

いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１） この法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２８条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決議） 

第２９条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 
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２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限

る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に

ついて異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３０条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第六章 資産及び会計 

 

（資産の区分） 

第３１条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の３種

とする。 

２ 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 

３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第４０条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続を

とらなければならない。 

 

（基本財産の処分） 

第３２条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の３

分の２以上の同意及び評議員会の承認を得て、千葉県知事の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、千葉県知事の承認は必要としない。 

（１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

（２） 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行

う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施

設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間

金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

（資産の管理） 

第３３条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な

有価証券に換えて、保管する。 

３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決

を経て、株式に換えて保管することができる。 

 

 

 



 9 

（事業計画及び収支予算） 

第３４条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日

までに、理事長が作成し、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認

を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了するま

での間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３５条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第６号までの書類について会計監査人の

監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

（５） 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

（６） 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、

定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第２条の３９に定める

要件に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時

評議員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に３年間

備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 監査報告 

（２） 会計監査報告 

（３） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（５） 事業の概要等を記載した書類 

 

（会計年度） 

第３６条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第３７条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事

会において定める経理規程により処理する。 

 

 



 10

（臨機の措置） 

第３８条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよ

うとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認がなけれ

ばならない。 

 

（保有する株式に係る議決権の行使） 

第３９条 この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行

使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の承認を

要する。 

 

第七章 公益を目的とする事業 

 

（種別） 

第４０条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持し

つつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的と

して、次の事業を行う。 

（１）訪問看護事業 

（２）居宅介護支援事業 

（３）障害者就業・生活支援センター事業（雇用安定等事業） 

（４）一時保護事業 

（５）社会貢献活動 

（６）千葉県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業 

（７）障害者就業・生活支援センター事業（生活支援等事業） 

（８）障害者雇用アドバイザー（企業支援員）事業  

（９）地域包括支援センター 

 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意

及び評議員会の承認を得なければならない。 

 

第八章 解散 

 

（解散） 

第４１条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散

事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 
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第４２条 解散（合併又は破産による解散を除く）した場合における残余財産は、評議員会

の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうち

から選出されたものに帰属する。 

 

第九章 定款の変更 

 

 

（定款の変更） 

第４３条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、千葉県知事の認可

（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除

く）を受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を千

葉県知事に届け出なければならない。 

 

第十章 公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第４４条 この法人の公告は、社会福祉法人ロザリオの聖母会の掲示場に掲示するとともに、

官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第４５条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附 則 

１ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞な

く、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

理事長 小原 ケイ 

  理 事  井上 昌子 

  理 事  和田 ハツ江 

  理 事  中沢 喜み子 

  監 事 堀越 禎三 

２ 昭和２７年 ５月２６日施行 

３ 昭和５４年１２月２４日改正 

４ 昭和５７年 １月３０日改正 

５ 昭和６３年１１月３０日改正 

６ 平成 元年 ５月２４日改正 

７ 平成 ３年 ７月１２日改正 

８ 平成 ４年１１月２６日改正 
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９ 平成 ６年１２月１３日改正 

10  平成 ８年１１月１３日改正 

11 平成 ９年 ３月３１日改正 

12 平成 ９年 ８月 ４日改正 

13 平成１０年 ５月２２日改正 

14 平成１１年 １月 ６日改正 

15  平成１１年 ８月１９日改正 

16  平成１２年 ３月２７日改正 

17  平成１３年 １月１７日改正 

18  平成１３年 ３月３０日改正 

19  平成１３年 ６月１８日改正 

20 平成１３年１１月 ５日改正 

21 平成１４年 ３月２９日改正 

22  平成１４年 ８月１４日改正 

23 平成１５年 ４月３０日改正 

24  平成１５年 ９月２９日改正 

25 平成１５年１２月１２日改正 

26  平成１６年 ４月１４日改正 

27  平成１６年 ９月３０日改正 

28  平成１６年１２月 ６日改正 

29  平成１７年 ４月１４日改正 

30  平成１８年 ４月１８日改正 

31  平成１８年 ８月２２日改正 

32  平成１９年 ２月１４日改正 

33  平成１９年 ４月 ６日改正 

34 平成２０年 ５月２７日改正 

35 平成２１年 ４月 １日改正 

36 平成２１年 ９月 ２日改正 

37 平成２２年 ４月 １日改正 

38 平成２２年 ６月 ８日改正 

39 平成２３年 ２月１５日改正 

40 平成２３年 ９月 １日改正 

41 平成２４年 １月１９日改正 

42 平成２４年 ４月２５日改正 

43 平成２４年 ６月 ４日改正 

44 平成２４年１２月１７日改正 

45 平成２５年１１月２７日改正 

46 平成２６年 ６月 ５日改正 
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47 平成２６年１２月２４日改正 

48 平成２７年 ８月１０日改正 

49 平成２７年１２月１４日改正 

50 平成２９年 ４月 １日改正 

51 平成３０年 １月１１日改正 

52 平成３０年 ５月１０日改正 

53 平成３１年 ４月２６日改正 

54 令和 元年１２月１３日改正 

55 令和 ３年 １月１５日改正 

56 令和 ３年 ４月 １日改正 

57 令和 ４年 ６月２９日改正 

58 令和 ５年 ６月１５日改正 



基本財産別表

番号 面積（㎡）

１  １９，２１５．０１

２ ４，２７３．１３

３ ９，６７５．９３

４ ９，３１３．９６

５ ９，７４５．０２

６ １，４１１．５６

７ １，１７５．２８

８ ２，４１０．２９

９ ３，２３８．００

１０ ２１１．３２

１１ １８１．６１

１２ ３４３．２６

１３ ９，６５５．０３

１４ ４９３．００

番号
所     在     地

（家　屋　番　号）
用      途 構       造 （棟） 面積（㎡）

１ー１
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１）

医師当直住宅
木造瓦・亜鉛メッキ
鋼板葺２階建

１ ６５．３５

１ー２
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１）

集会室
木造亜鉛メッキ鋼板
葺平家建

１ ９４．３０

１ー３
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１）

渡り廊下
木造亜鉛メッキ鋼板
葺平家建

１ ９４．２６

Ⅱ　建物

所在地及び筆数

    千葉県旭市三川字横大道７５４２－２他　計１０筆

    千葉県旭市野中字大割３８１５他　計２３筆

    千葉県旭市野中字小割３８２５他　計２３筆

    千葉県旭市野中字下立野３６２５－１他　計３筆

    千葉県香取市返田字毛内３２２－３　計１筆

    千葉県旭市ニ字若衆内３５００－１１　計１筆

    千葉県旭市東足洗字浜方２７４６－１３他　計２筆

    千葉県旭市野中字神原台４０７１－２他　計５筆

    千葉県旭市イ字生沼１６６９－６　計３筆

    千葉県香取市返田字鴨ケ谷台１７３－２他　計５筆

    千葉県旭市野中字寺山下８１０他　計３２筆

Ⅰ　土地

    千葉県旭市野中字神原台４０７４－１他　計７筆

    千葉県旭市野中字古野場３６２８他　計１６筆

    千葉県旭市野中字出羽３９９９－１他　計３４筆

14



１ー４
千葉県旭市野中字出羽４０１７他
（４０１７－６）

病棟（海の星）
鉄筋コンクリート造
陸屋根４階建

１ ２，１５４．５７

１ー５
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－１０）

管理棟
鉄筋コンクリート造
アルミニューム板ぶ
き平家建

１ １７５．５６

１ー６
千葉県旭市野中字出羽４００８－１他
（４００８－１）

新管理棟
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき平家建

１ ３５４．５０

１ー７
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１
（４０１７－１－７）

厨房棟
鉄筋コンクリート造
陸屋根２階建

１ ３７６．１０

１ー８
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－１０）

洗濯棟
鉄筋コンクリート造
アルミニューム板葺
平家建

１ ７５．９７

１ー９
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－８）

病棟（マリア）
鉄筋コンクリート造
陸屋根アルミニュー
ム板葺２階建

１ １，３６０．１１

１ー１０
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－８）

ボイラー室
鉄筋コンクリート造
陸屋根平家建

１ ５８．２４

１ー１１
千葉県旭市野中字小割３８４２
（３８４２）

浄化槽機械室
鉄筋コンクリート造
陸屋根平家建

１ ２８．００

１ー１２
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１
（４０１７－１－９）

共同浴場・食堂
鉄骨造スレート葺２
階建

１ ３１８．６２

１ー１３
千葉県旭市野中字出羽４０４１－１他
（４０４１－１）

作業所
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき平家建

１ ２９３．２０

１ー１４
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－１２）

病棟（新暁の星）
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき平家建

１ ２，００１．９５

１ー１５
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－１２）

機械室
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき平家建

１ ９０．００

２ー１
千葉県旭市野中字小割３８３１他
（３８３５－１）

園舎（重症心身障害児
施設）

鉄筋コンクリート造
陸屋根２階建

１ ２，５５８．９９

２ー２
千葉県旭市野中字小割３８３１他
（３８３５－１）

機械棟
コンクリートブロッ
ク造鉄板葺平家建

１ ３３．５３

２ー３
千葉県旭市野中字小割３８２４－１他
（３８２４－１）

生活訓練棟
鉄骨造スレート葺平
家建

１ １３２．４９

3
千葉県旭市野中字小割３８２９他
（３８２９）

園舎（重症児通園施
設）

鉄骨造スレート葺陸
屋根２階建

１ ４６０．８４

４ー１
千葉県旭市野中字寺山下８００他
（３８０６）

園舎（身体障害者療護
施設）

鉄筋コンクリート造
陸屋根亜鉛メッキ鋼
板葺平家建

１ ２，４５０．８８

４ー２
千葉県旭市野中字寺山下８１１他
（７９４）

園舎（身体障害者デイ
サービス施設）

鉄骨造スレート葺平
家建

１ ４４６．４０

５ー１
千葉県旭市野中字寺山下７９２他
（３８１８－１）

園舎（知的障害者更生
施設）

鉄筋コンクリート・
鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺陸屋根２階建

１ １，７６８．１２

５ー２
千葉県旭市野中字寺山下７９２他
（３８１８－１）

外トイレ
木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ４．９６

５ー３
千葉県旭市野中字寺山下７９２他
（３８１８－１）

農作業棟
木造スレートぶき平
家建

１ １３１．６６

５ー４
千葉県旭市野中字大割３８０１－５他
（３８０１－５）

作業棟
鉄骨造スレート葺平
家建

１ １４９．０５

15



５ー５
千葉県旭市野中字神原台４０９６他
（４０９６）

作業棟
木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ １４２．４３

５ー６
千葉県旭市野中字寺山下７９２他
（３８１８－１）

厨房棟（炊事場）
木造合金メッキ鋼板
ぶき２階建

１ １１３．２３

６ー１

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台３２３－１
他
（３２３－１－１）

園舎（知的障害者更生
施設）

鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺平家建

１ ２，０４４．２６

６ー２

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台３２３－１
他
（３２３－１－１）

外トイレ
木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ４．９６

６ー３

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台１７３－３
他
（１７３－３）

作業棟
鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺平家建

１ ２０４．７５

６ー４

千葉県香取市返田字鴨ケ谷台３２３－１
他
（３２３－１－２）

談話室
木造スレート葺平家
建

１ ６７．０７

６ー５
千葉県香取市返田字毛内３２２－２他
（３２２－２）

職員宿舎
木造スレート葺２階
建

１ ３７０．９８

６ー６
千葉県香取市返田字毛内３２２－３
（３２２－３）

園舎（知的障害者更生
施設）

木造瓦葺平家建 １ ８７．７７

６ー７
千葉県香取市返田字鴨ケ谷台３２４
（３２４）

農作業棟
木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ １５７．３３

７ー１
千葉県旭市野中字小割３８２５他
（３８２５）

園舎（知的障害者授産
施設）

鉄骨造スレートぶき
２階建

１ ６９０．９８

７ー２
千葉県旭市野中字大割３８１３－１
（３８１３－１）

喫茶室
木造スレート・合金
メッキ鋼板ぶき平家
建

１ １９６．０４

８ー１
千葉県旭市野中字寺山下７８８－１他
（７８８－１）

園舎（知的障害者更生
施設）

鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺平家建

１ ３５１．００

８ー２
千葉県旭市野中字寺山下７８７-１他
（７８７－１）

作業所
木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ２６４．７５

８ー３
千葉県旭市野中字寺山下７９３他
（７９３）

木工室
木造亜鉛メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ３３．１２

８ー４
千葉県旭市野中字大割３８１０－１
（３８１０－１－１）

木工室
木造亜鉛メッキ鋼板
葺平家建

１ １０５．９９

８ー５
千葉県旭市野中字大割３８１０－２
（３８１０－２）

第２木工室
木造亜鉛メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ３４．７８

9
千葉県旭市野中字大割３８２０－１５他
（３８２０－１５）

事務所（精神障害者地
域生活支援センター）

鉄骨造スレート葺２
階建

１ ２４０．００

10
千葉県旭市野中字大割３８２０－１２
（３８２０－１２）

事務所（高齢者支援セ
ンター）

木造スレート葺２階
建

１ １９３．７６

１１ー１
千葉県旭市野中字神原台４０７４－１他
（４０７４－１）

園舎（精神障害者授産
施設）

軽量鉄骨造スレート
葺平家建

１ １１４．６４

１１ー２
千葉県旭市野中字神原台４０９９他
（４０９９）

作業所
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき平家建

１ ４４５．００

12
千葉県旭市野中字出羽４０１７－１他
（４０１７－１－１１）

デイサービスセンター
（老人デイサービス事業
所）

木造スレート・合金
メッキ鋼板ぶき平家
建

１ ３３３．２６

１３ー１
千葉県香取市高萩字根崎１０９９-４他
（１０９９－４）

校舎
鉄筋コンクリート・
鉄骨造睦屋根２階建

１ １，５５２．６３

１３ー２
千葉県香取市高萩字根崎１０９９-４他
（１０９９－４）

体育館
鉄筋コンクリート造
亜鉛メッキ鋼板ぶき
２階建

１ ８７２．１１
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１３ー３
千葉県香取市高萩字根崎１０９９-４他
（１０９９－４）

配膳棟
木造亜鉛メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ５８．７９

１３ー４
千葉県香取市高萩字根崎１０９９-４他
（１０９９－４）

物置
軽量鉄骨造亜鉛メッ
キ鋼板ぶき平家建

１ １９．２４

１３ー５
千葉県香取市高萩字根崎１０９９-４他
（１０９９－４）

物置
軽量鉄骨造亜鉛メッ
キ鋼板ぶき平家建

１ ２１．３５

１４ー１
千葉県旭市野中字小割３８４６他
（３８４６）

園舎（児童発達支援施
設）

木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ３３１．５０

１４ー２
千葉県旭市野中字寺山下８１９他
（８１９）

養護所
木造スレートぶき平
家建

１ ６３．８６

１5ー１
千葉県旭市野中字神原台４０７１－２
（４０７１－２）

住宅（知的障害者グ
ループホーム）

木造スレート葺平家
建

１ ２７９．０６

１5ー２
千葉県旭市三川字横大道７５４２－２他
（７５４２－２）

住宅（知的障害者グ
ループホーム）

木造瓦葺２階建 １ １８２．４８

１5ー３
千葉県旭市野中字大割３８１１
（３８１１）

住宅（精神障害者グ
ループホーム）

木造瓦葺平家建 １ １２６．２１

１5ー４
千葉県旭市野中字下立野３６２２－２他
（３６２２－２）

共同住宅（精神障害者
福祉ホーム）

鉄骨造スレート葺２
階建

１ ２６８．３０

１5ー５
千葉県旭市野中字下立野３６２５－２
（３６２５－２）

住宅（精神障害者グ
ループホーム）

木造スレート葺２階
建

１ ９４．３９

１5ー６
千葉県旭市野中字神原台４０７５－４他
（４０７５－４）

住宅（精神障害者グ
ループホーム）

木造瓦葺平家建 １ ５２．１６

１5ー７
千葉県旭市ニ字若衆内３５００－１１
（３５００－１１）

住宅（精神障害者グ
ループホーム）

木造スレート葺２階
建

１ １１６．７１

１5ー８
千葉県旭市野中字下立野３６２５－１
（３６２５－１－２）

住宅（精神障害者グ
ループホーム）

木造スレート葺２階
建

１ １５８．３５

１5ー９
千葉県旭市イ字生沼１６９４－８他
（１６９４－８）

住宅（グループホー
ム）

木造瓦葺平家建 １ ８２．８１

１5ー１０
千葉県旭市野中字大割３８２０-１０他
（３８２０－１０）

事務所
鉄骨造合金メッキ鋼
板ぶき２階建

１ ２８８．００

１5ー１１
千葉県旭市野中字大割３８１１他
（３８１１－２）

住宅（グループホー
ム）

木造合金メッキ鋼板
ぶき平家建

１ ２６６.２６

１6ー１
千葉県旭市野中字出羽４０５７－２他
（４０５７－２）

職員（医師）宿舎
木造スレート葺平家
建

１ ６６．２４

１6ー２
千葉県旭市野中字出羽４０５７－１
（４０５７－１）

職員（医師）宿舎 木造瓦葺平家建 １ ６６．２４

１6ー３
千葉県旭市野中字小割３８３０－１他
（３８３０－１）

体育館
鉄骨造亜鉛メッキ鋼
板葺平家建

１ ５８２．２０

１6ー４
千葉県旭市野中字大割３８１０－１他
（３８１０－１－２）

陶芸室
木造亜鉛メッキ鋼板
葺平家建

１ ７４．５２

番号 名             称 金額（円）

１ 小原ケイ基金 １２０，０００，０００

Ⅲ　基本財産特定預金
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